
暮

ら

し

の

お

知

ら

せ

Information

　
市
で
は
、
パ
ス
ポ
ー
ト
の
申
請
・
交

付
窓
口
を
開
設
し
て
い
ま
す
。
申
請
で

き
る
の
は
、
日
本
国
籍
を
持
ち
市
に
住

民
記
録
が
あ
る
人
、
ま
た
は
県
外
に
住

民
記
録
が
あ
り
、
学
生
や
単
身
赴
任
な

ど
で
継
続
的
に
市
内
に
住
ん
で
い
る
人

な
ど
で
す
。

取
り
扱
い
業
務

◦
新
規
・
切
り
替
え
申
請
と
交
付

◦
記
載
事
項
変
更
申
請
と
交
付

◦
査
証（
ビ
ザ
）欄
の
増
補
申
請
と
交
付

◦
紛
失
・
盗
難
・
焼
失
の
届
け
出

受
付
日
時（
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

◦
申
請
…
月
〜
金
曜
日 

午
前
9
時
〜

午
後
4
時
30
分

◦
交
付
…
月
〜
金
曜
日
・
日
曜
日 

午

前
9
時
〜
午
後
4
時
30
分

交
付
日
＝
申
請
日
か
ら
9
日
目（
土
・
日

曜
日
、
祝
日
、
振
替
休
日
、
年
末
年

始
を
除
く
）以
降

手
数
料
＝
申
請
内
容
に
よ
る

必
要
書
類（
初
め
て
申
請
す
る
場
合
）

◦
一
般
旅
券
発
給
申
請
書
…
申
請
書
は

市
民
課（
市
役
所
1
階
）、
下
総
・
大

栄
支
所
、
市
民
課
赤
坂
分
室
で
配
布

し
て
い
ま
す

◦
戸
籍
謄
・
抄
本（
1
通
）…
申
請
日
前

6
カ
月
以
内
に
発
行
さ
れ
た
物

◦
写
真（
1
枚
）…
サ
イ
ズ
は
縦
45
×
横

35
ミ
リ
メ
ー
ト
ル（
カ
ラ
ー
・
白
黒

ど
ち
ら
で
も
可
）。
無
帽
で
正
面
を

向
き
、
背
景
の
な
い
6
カ
月
以
内
に

撮
影
し
た
物

◦
本
人
確
認
書
類（
左
上
表
の
通
り
）

　
県
外
に
住
民
記
録
が
あ
り
、
市
内
に

居
住
し
て
い
る
人
は
住
民
票（
申
請
日

前
6
カ
月
以
内
に
発
行
さ
れ
た
物
）と

市
内
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す

る
書
類
が
必
要
で
す
。
な
お
、
切
り
替

え
申
請
や
記
載
事
項
変
更
申
請
に
つ
い

て
は
、
必
要
書
類
が
異
な
り
ま
す
の
で

市
民
課（
☎
20
‐
1
5
2
5
）へ
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
同
課
へ
。

懇
話
会
委
員
と

推
進
員
を
募
集

男
女
共
同
参
画
計
画

　
市
で
は
、
男
女
共
同
参
画
計
画
に
つ

い
て
意
見
・
助
言
す
る
男
女
共
同
参
画

計
画
推
進
懇
話
会
委
員
と
、
講
座
な
ど

を
企
画
す
る
男
女
共
同
参
画
推
進
員
を

募
集
し
ま
す
。

応
募
方
法
＝
2
月
14
日
㈮（
必
着
）ま
で

に
市
民
協
働
課（
市
役
所
2
階
）ま
た

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（https://w

w

 

w
.city.narita.chiba.jp/boshu/
index.htm

l

）に
あ
る
申
込
書
と
作

文（
男
女
共
同
参
画
計
画
推
進
懇
話

会
委
員
の
み
）を
直
接
・
郵
送
・
E

メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
で
同
課（
〒
2 

8 

6
‐
8
5
8
5 

花
崎
町
7
6
0 

E
メ
ー
ルkyodo@

city.narita.c 
hiba.jp

）へ
。
男
女
共
同
参
画
推
進

員
は
後
日
、
面
接
を
行
い
ま
す

男
女
共
同
参
画
計
画
推
進
懇
話
会
委
員

応
募
資
格
＝
市
内
在
住
の
20
〜
74
歳

（
令
和
2
年
4
月
1
日
時
点
）で
、
市

の
付
属
機
関
な
ど
の
委
員
に
選
任
さ

れ
て
い
な
い
人

募
集
人
員
＝
3
人（
応
募
者
多
数
は
選

考
）

任
期
＝
4
月
1
日
〜
令
和
4
年
3
月
31

日
作
文
の
テ
ー
マ
＝
男
女
共
同
参
画
社
会

の
実
現
に
つ
い
て（
8
0
0
字
程
度
）

男
女
共
同
参
画
推
進
員

応
募
資
格
＝
市
内
在
住
の
20
〜
74
歳（
令

和
2
年
4
月
1
日
時
点
）で
、
年
10

回
程
度
参
加
で
き
る
人

募
集
人
員
＝
10
人（
応
募
者
多
数
は
選

考
）

任
期
＝
4
月
1
日
〜
3
月
31
日

※
く
わ
し
く
は
市
民
協
働
課（
☎
20
‐

1
5
0
7
）へ
。

適
切
に
維
持
管
理
を

合
併
処
理
浄
化
槽

　
浄
化
槽
の
維
持
管
理
を
怠
っ
た
り
使

い
方
を
誤
っ
た
り
す
る
と
、
放
流
水
の

水
質
が
悪
化
し
、
悪
臭
の
発
生
や
、
川

や
沼
の
水
質
悪
化
を
招
く
原
因
に
な
り

ま
す
。
浄
化
槽
の
機
能
を
発
揮
さ
せ
る

た
め
に
も
、
次
の
よ
う
な
適
切
な
維
持

管
理
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

◦
保
守
点
検
…
装
置
の
調
整
や
消
毒
剤

の
補
充
な
ど
、
浄
化
槽
を
正
常
に
機

能
さ
せ
る
た
め
の
専
門
業
者
に
よ
る

点
検（
年
3
回
以
上
、
人
槽
に
よ
り

異
な
る
）

◦
清
掃
…
槽
内
の
ご
み
や
汚
泥
を
取
り

除
く
た
め
の
市
の
浄
化
槽
清
掃
許
可

業
者
に
よ
る
清
掃（
年
1
回
以
上
）

◦
法
定
検
査
…
正
常
に
機
能
し
て
い
る

か
を
確
認
す
る
た
め
の
県
浄
化
槽
検

査
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
検
査（
年
1
回
）

合
併
処
理
浄
化
槽
の
費
用
を
補
助

　
市
で
は
、
合
併
処
理
浄
化
槽
の
設
置

費
用
と
維
持
管
理
費
用
の
一
部
を
補
助

し
て
い
ま
す
。
補
助
を
受
け
る
に
は
条

件
が
あ
り
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
衛
生
課（
☎
20
‐

1
5
3
1
）へ
。

市
役
所
で
手
続
き
で
き
ま
す

パ
ス
ポ
ー
ト
の
申
請
・
交
付

A
1点でよいもの

運転免許証、マイナンバーカード、住民基
本台帳カード（顔写真付き）など

B
2点必要なもの

（Aの書類を持っていない
場合、①2点または①＋②）

①保険証、年金証書・手帳、介護保険被
保険者証など

②学生証（顔写真付き）、公的機関が発行
した資格証明書（顔写真付き）、身体障害
者手帳など

本人確認書類（1〜2点）
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田
畑
で
行
わ
れ
ま
す
。

　
農
業
者
が
野
ネ
ズ
ミ
の
巣
穴
に
薬
剤

を
投
入
し
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。
投
入
さ
れ
た
薬
剤
は
半
年
ほ
ど
で

自
然
分
解
し
、
無
害
に
な
り
ま
す
。

期
間
＝
2
月
9
日
㈰
〜
3
月
8
日
㈰

薬
剤
＝
ラ
テ
ミ
ン
リ
ン
化
亜
鉛
1
パ
ー

セ
ン
ト

※
く
わ
し
く
は
J
A
成
田
市
営
農
部
購

買
課（
☎
20
‐
1
9
7
1
）、
下
総
地

区
は
北
総
農
業
共
済
組
合（
☎
0�

4�
3
‐
4
8
1
‐
6
9
1
1
）へ
。

2
月
か
ら
午
後
5
時
に

夕
焼
け
小
焼
け
の
放
送

　
市
で
は
、
防
災
行
政
無
線
が
正
常
に

作
動
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、

試
験
放
送
を
1
日
2
回（
正
午
と
夕
方
）

実
施
し
て
い
ま
す
。

　
夕
方
の
放
送
「
夕
焼
け
小
焼
け
」
の

時
刻
を
、
2
月
1
日
㈯
か
ら
午
後
5
時

（
1
月
31
日
㈮
ま
で
は
午
後
4
時
）に
変

更
し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
危
機
管
理
課（
☎
20
‐

1
5
2
3
）へ
。

井
戸
水
利
用
者
は

必
ず
手
続
き
を

下
水
道
使
用
人
数
の
変
更

　
井
戸
水
の
み
を
利
用
し
て
い
る
世
帯

の
下
水
道
使
用
水
量
は
、
1
人
当
た
り

1
カ
月
に
7
立
方
メ
ー
ト
ル
使
用
し
た

も
の
と
し
て
計
算
さ
れ
ま
す
。

　
上
水
道
と
井
戸
水
を
併
用
す
る
場
合

は
、
上
水
道
の
使
用
水
量
に
、
井
戸
水

分
と
し
て
1
人
当
た
り
1
カ
月
に
3
・

5
立
方
メ
ー
ト
ル
が
加
え
ら
れ
ま
す
。

　
転
居
な
ど
で
使
用
人
数
に
変
更
が
あ

る
場
合
は
、
下
水
道
課（
☎
20
‐
1 

5 
5 
3
）に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
同
課
へ
。

1
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す

確
定
申
告
の
た
め
の
書
類

　
市
で
は
、
確
定
申
告
で
社
会
保
険
料

控
除
の
対
象
と
な
る
納
付
済
額
の
お
知

ら
せ
を
1
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。

　
通
知
す
る
の
は
令
和
元
年
中
に
納
付

書
・
口
座
振
替
・
ペ
イ
ジ
ー・
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
で
納
付
さ
れ
た
国
民
健
康
保

険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・
介

護
保
険
料
の
金
額
で
す
。

　
事
前
に
必
要
な
人
は
、
次
の
窓
口
で

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
事
前
申
請
し
た

人
に
は
1
月
の
送
付
は
行
い
ま
せ
ん
。

◦
国
民
健
康
保
険
税
払
込
証
明
書
…
納

税
課（
市
役
所
2
階
）、
下
総
・
大
栄

支
所

◦
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
払
込
証
明

書
…
保
険
年
金
課（
市
役
所
1
階
）、

下
総
・
大
栄
支
所

◦
介
護
保
険
料
払
込
証
明
書
…
介
護
保

険
課（
市
役
所
議
会
棟
1
階
）、
下

総
・
大
栄
支
所

※
く
わ
し
く
は
納
税
課（
☎
20
‐
1�

5�

1�

9
）、
保
険
年
金
課（
☎
20
‐
1�

5�

4�

7
）、
介
護
保
険
課（
☎
20
‐
1�

5�

4�

5
）へ
。

令
和
元
年
度
の
結
果
を
公
表

工
事
監
査

　
令
和
元
年
度
に
実
施
し
た
工
事
監
査

の
結
果
を
、
地
方
自
治
法
第
1
9
9
条

第
9
項
に
基
づ
き
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

成
田
市
監
査
委
員　
三
浦　
　
　
弘

　
　
　
　
同　
　
　
佐
々
木　
宏
之

　
　
　
　
同　
　
　
油
田　
　
　
清

期
日
＝
令
和
元
年
11
月
18
日

対
象
＝
中
台
運
動
公
園
水
泳
プ
ー
ル
・

管
理
棟
他
建
替
え
工
事（
建
築
工
事
）

請
負
金
額
11
億
1
、
6
7
2
万
円（
消

費
税
含
む
）

方
法
＝
設
計
、
施
工
な
ど
が
適
正
に
行

わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
主
眼
と
し

て
、
技
術
面
の
調
査
を
外
部
委
託
し

監
査
を
実
施
し
た
。
監
査
に
当
た
っ

て
は
、
関
係
職
員
、
設
計
業
者
、
施

工
業
者
の
出
席
を
求
め
、
質
疑
応
答
、

関
係
書
類
の
調
査
や
工
事
現
場
の
実

地
調
査
を
行
っ
た

結
果
＝
工
事
に
係
る
計
画
、
設
計
、
施

工
、
工
事
監
理
な
ど
に
つ
い
て
、
お

お
む
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
と

認
め
ら
れ
た

※
く
わ
し
く
は
監
査
委
員
事
務
局（
☎

20
‐
1
5
7
2
）へ
。

期
限
は
1
月
31
日

償
却
資
産
の
申
告

　
1
月
1
日
現
在
、
市
内
に
償
却
資
産

を
所
有
す
る
事
業
主
は
、
1
月
31
日
㈮

ま
で
に
市
へ
償
却
資
産
申
告
書
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
期
限
の
直
前
は
窓
口

が
混
み
合
い
ま
す
の
で
、
早
め
の
提
出

を
お
願
い
し
ま
す
。

　
eエ
ル
タ
ッ
ク
ス

L
T
A
X（https://w

w
w
.elt 

ax.lta.go.jp

）を
利
用
す
る
と
、
電
子

申
告
が
で
き
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
資
産
税
課（
☎
20
‐
1�

5
1
4
）へ
。

田
畑
に
薬
剤
を
投
入

野
ネ
ズ
ミ
の
駆
除

　
農
作
物
に
被
害
を
与
え
る
野
ネ
ズ
ミ

の
駆
除
が
、
大
栄
地
区
を
除
く
市
内
の

市 長 日 誌

枝川親方と（19日）

12月16日㈪〜31日㈫

16日 成田空港騒音対策地域連絡協
議会常任理事・監事会議

18日 議会運営委員会
12月定例市議会閉会

19日 令和2年春巡業 大相撲成田場
所表敬訪問

20日 駅前クリーン運動
防災会議

24日
成田国際空港の施設変更及び同
空港について指定した延長進入
表面等の変更に関する公聴会

26日 公設地方卸売市場運営審議会

1月31日㈮

※ くわしくは①②納税課（☎20-1519）、③保険年金課
（☎20-1526）、④介護保険課（☎20-1545）へ。

①市・県民税（第4期）
②国民健康保険税（第7期）
③後期高齢者医療保険料（第7期）
④介護保険料（第7期）

今月の納期限

広報なりた 2020.1.15　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です7



暮

ら

し

の

お

知

ら

せ

き
ま
し
ょ
う
。

※
く
わ
し
く
は
予
防
課（
☎
20
‐
1�

5�

9�

1
）へ
。

回
答
に
ご
協
力
を

農
林
業
セ
ン
サ
ス

　
市
で
は
、
2
月
1
日
㈯
を
基
準
日
と

し
て
、
農
林
業
生
産
活
動
を
営
む
人
を

対
象
に
し
た
調
査
で
あ
る
農
林
業
セ
ン

サ
ス
を
実
施
し
ま
す
。

　
こ
の
調
査
は
農
林
業
の
生
産
構
造
や

就
業
な
ど
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
5
年
ご
と
に
実
施
さ
れ
ま
す
。
調

査
結
果
は
、
農
林
業
施
策
の
基
礎
資
料

と
し
て
役
立
て
ら
れ
ま
す
。

　
対
象
世
帯
に
は
、
調
査
員
証
を
携
帯

し
た
調
査
員
が
伺
い
ま
す
の
で
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
行
政
管
理
課（
☎
20
‐

1
5
0
1
）へ
。

改
正
さ
れ
ま
し
た

千
葉
県
特
定
最
低
賃
金

　
県
内
の
特
定
の
業
種
に
適
用
さ
れ
る

「
千
葉
県
特
定
最
低
賃
金
」
の
う
ち
、

鉄
鋼
業
な
ど
の
2
件
が
改
正
さ
れ
ま
し

た
。

ル
ー
ル
を
守
っ
て
廃
棄
し
て

有
害
ご
み

　
乾
電
池
や
体
温
計（
水
銀
）な
ど
の
有

害
ご
み
は
、
中
身
が
分
か
る
よ
う
に
市

販
の
透
明
な
袋
に
入
れ
、
金
物
・
陶
磁

器
・
ガ
ラ
ス
類
と
同
じ
収
集
日
に
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　
電
球
や
蛍
光
灯
は
購
入
時
の
箱
に
入

れ
、
割
れ
た
物
は
新
聞
紙
な
ど
で
包
み

透
明
な
袋
に
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
充
電
式
電
池
は
近
く
の
リ
サ

イ
ク
ル
協
力
店
へ
持
っ
て
い
っ
て
く
だ

さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
ク
リ
ー
ン
推
進
課（
☎

20
‐
1
5
3
0
）へ
。

み
ん
な
で
守
ろ
う

1
月
26
日
は
文
化
財
防
火
デ
ー

　
昭
和
24
年
1
月
26
日
に
、
現
存
す
る

世
界
最
古
の
木
造
建
造
物
で
あ
る
奈
良

県
の
法
隆
寺
金
堂
が
炎
上
し
、
壁
画
が

焼
損
し
ま
し
た
。

　
市
に
も
貴
重
な
文
化
財
が
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
。
文
化
財
を
災
害
か
ら
守
る

た
め
に
は
、
地
域
に
住
む
一
人
一
人
の

心
配
り
が
重
要
で
す
。
先
人
た
ち
が

守
っ
て
き
た
文
化
財
を
大
切
に
し
て
い

業
種
と
賃
金

◦
鉄
鋼
業
…
9
9
3
円

◦
電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
・
電
子
回
路
、

電
気
機
械
器
具
、
情
報
通
信
機
械
器

具
製
造
業
…
9
5
1
円

　
こ
の
最
低
賃
金
額
に
は
、
精
皆
勤
手

当
、
通
勤
手
当
、
家
族
手
当
、
賞
与
な

ど
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

※
く
わ
し
く
は
成
田
労
働
基
準
監
督
署

（
☎
22
‐
5
6
6
6
）へ
。

素
案
の
公
表
と
意
見
の
募
集

市
議
会
議
員
政
治
倫
理
条
例

　
市
議
会
で
は
、
市
議
会
議
員
政
治
倫

理
条
例
の
素
案
を
公
表
し
、
意
見
を
募

集
し
ま
す
。

閲
覧
場
所
＝
議
会
事
務
局（
市
役
所
議

会
棟
2
階
）、
行
政
資
料
室（
市
役
所

1
階
）、
下
総
・
大
栄
支
所
、
各
公

民
館
、
市
立
図
書
館
、
保
健
福
祉
館
、

も
り
ん
ぴ
あ
こ
う
づ
、
三
里
塚
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、
赤
坂
ふ
れ

あ
い
セ
ン
タ
ー
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（https://w
w
w
.city.narita.

chiba.jp/shisei/page000100.
htm
l

）

意
見
を
提
出
で
き
る
人
＝
市
内
在
住
・

在
勤
・
在
学
の
人
、
市
内
に
事
業
所

な
ど
が
あ
る
人

意
見
の
提
出
方
法
＝
2
月
14
日
㈮（
必

着
）ま
で
に
、
閲
覧
場
所
に
あ
る
意

見
提
出
書
に
必
要
事
項
を
書
い
て
直

接
・
郵
送
・
F
A
X
・
E
メ
ー
ル
の

い
ず
れ
か
で
議
会
事
務
局（
〒
2 

8
6 

‐
8
5
8
5 

花
崎
町
7
6
0 

F
A
X 

24
‐
0
3
3
6 

E
メ
ー
ルgikai@

c 
ity.n arita.chiba.jp

）へ

結
果
の
公
表
＝
市
議
会
の
考
え
と
併
せ

て
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
掲
載

※
く
わ
し
く
は
議
会
事
務
局（
☎
20
‐

1
5
7
0
）へ
。

台
風
15
号
の
被
害
に

遭
っ
た
人
へ

災
害
復
興
住
宅
資
金
利
子
補
給
制
度

　
市
で
は
、
台
風
15
号
で
住
宅
の
被
害

を
受
け
た
人
が
、
銀
行
な
ど
か
ら
融
資

を
受
け
て
住
宅
の
建
設
・
補
修
な
ど
を

行
う
場
合
に
返
済
利
子
の
一
部
を
助
成

し
ま
す
。

対
象
＝
次
の
全
て
に
当
て
は
ま
る
人

◦
被
災
住
宅
の
り
災
証
明
を
受
け
て
い

る
◦
被
災
住
宅
に
代
わ
る
住
宅
の
建
設
・

購
入
を
市
内
で
行
う
、
ま
た
は
被
災

住
宅
の
補
修
を
行
う

◦
ほ
か
の
自
治
体
か
ら
利
子
補
給
を
受

け
て
い
な
い

◦
被
災
し
た
住
宅
を
自
己
ま
た
は
親
族

が
所
有
し
て
い
る

対
象
融
資
額
＝
1
、
5
0
0
万
円
以
内

利
子
補
給
率
＝
年
3
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

利
子
補
給
期
間
＝
5
年

申
請
期
間
＝
2
月
3
日
㈪
ま
で（
1
月
以

降
に
銀
行
な
ど
か
ら
融
資
を
受
け
る

予
定
の
人
は
3
月
19
日
㈭
ま
で
）

※
く
わ
し
く
は
危
機
管
理
課（
☎
20
‐

1
5
2
3
）へ
。

◦防災行政無線テレホンサービス（10120-38-3898）
◦防災情報ツイッター（https://twitter.com/bousai_na 

rita）
◦なりたメール配信サービス（事前登録が必要）
　右記の二次元バーコードを読み取るか、登録用アドレス
（info-n@sg-m.jp）に空メールを送信して登録する

※くわしくは危機管理課（☎20-1523）へ。

災害時の情報収集はこちら

なりたメール配信
サービス
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